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審 議 結 果 報 告
1 2 月 定 例 会

議案番号 議　　案　　名 議決内容

議案第 25 号 宮若市市長等及び職員のハラスメントの防止等に関する条例の制定について 否決

議案第 30 号 宮若市議会議員及び宮若市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部
を改正する条例の制定について 原案可決

議案第 31号 宮若市特別職職員の給与等に関する条例及び宮若市職員の一般職の給与に関する条例
の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第 32 号 宮若市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例の制定について 原案可決

議案第 33 号 宮若市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定
について 原案可決

議案第 34 号 令和 7 年度宮若市一般会計補正予算（第 3 号）について 原案可決

議案第 35 号 令和 7 年度宮若市下水道事業会計補正予算（第 1号）について 原案可決

議案第 36 号 令和 7 年度宮若市簡易水道事業会計補正予算（第 1号）について 原案可決

議案第 37 号 令和 7 年度宮若市水道事業会計補正予算（第 1号）について 原案可決

議案第 38 号 令和 7 年度宮若市一般会計補正予算（第 4 号）について 原案可決

議員提出議案
第 6 号 片目失明及び片耳難聴を障がい認定するよう求める意見書 原案可決

7 年請願
第 1号 片目失明及び片耳難聴を障がい認定するよう求める請願書 採択
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◆賛否の分かれた議案	 ○：賛成　×：反対

議席番号 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15

氏名

議案

神
谷
　
喜
久
雄

藤
春
　
優
二

松
岡
　
史
倫

清
水
　
健
太
郎

山
元
　
秀
一

染
矢
　
正
次

和
田
　
善
久

安
永
　
友
則

安
河
　
英
幸

茅
野
　
勝

弓
削
田
　
敬

谷
口
　
重
隆

寳
部
　
勝

宮若市市長等及び職員のハラスメントの防止等に	
関する条例の制定について 〇 × ○ ○ ○ × × × × × × × ×

令
和
７
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
、

第
４
号
）
及
び
各
特
別
会
計
補
正
予
算

予
算
審
査
特
別
委
員
長　
清
水　
健
太
郎

今
回
の
補
正
は
、
農
業
振
興
費
、
工
事
請
負
費
、
物
価
高

騰
対
応
応
援
給
付
金
給
付
事
業
費
等
の
追
加
を
行
う
も
の
で

す
。
主
な
補
正
内
容
は
、
表
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

会計 補正前の額 補　正　額 補正後の額

一般会計 216 億 6,073万1千円 6 億 2,644 万 9 千円 222 憶 8,718 万円

下水道事業会計
（収益的支出） 4 億 7,278 万 5 千円 1万 3 千円 4 億 7,279万 8 千円

下水道事業会計
（資本的支出） 8 億 3,700 万1千円 446 万 5 千円 8 億 4,146 万 6 千円

簡易水道事業会計
（収益的支出） 1億 2,425 万 6 千円 △ 304 万 3 千円 1億 2,121万 3 千円

水道事業会計
（収益的支出） 5 億 4,935 万 5 千円 374 万円 5 億 5,309万 5 千円

主な補正内容
費目 金額 内容

農業振興費 1,348 万 2 千円 令和 7 年 8 月の大雨により、農業用機械や園芸施設などが被災した
農業者に対する復旧支援補助金等の追加

多目的会館費 8,500 万円

マリーホール宮田及び生涯学習センター「リコリス」の空調機を改修
するための工事請負費等の追加

生涯学習センター費 1億 2,653 万 2 千円

物価高騰対応応援
給付金給付事業費 2 億 7,259万 6 千円 物価高騰の中、市民生活を迅速に支援するため、市民一人当たり1万

円を支給するための物価高騰対応応援給付金の追加
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可決された意見書

現行の厚生労働省の「視覚障害者」の認定条件では「視力の良い方の眼の視力が 0.3 以上
0.6 以下かつ他方の眼の視力が 0.02 以下のもの」が、6 級と規定されており、両眼の視力と
視野の制限によって行われるため、たとえ片眼を失明していても、他眼に 0.6 を超える視力
があれば障がい者として認定されない。

このことは、片目の機能全廃であり、日常生活に困難が生じることは言うまでもなく、上
肢欠損に至らない指の欠損障がいにおいても、障がい認定がなされることを鑑みれば、不合
理極まりないことは明白である。

片目失明の場合では、自動車の運転免許において、大型一種、二種全般、中型一種、けん
引免許が取得できず、更新時には取り消されることに加えて、警察官、自衛官、消防士、鉄
道運転士への就職の道も断たれることとなる。

また、義眼の装着は、医療行為として健康保険適用となる場合があるにもかかわらず、片
目失明した眼球が多少でも残っている場合は、美容目的と判断されていることも理不尽であ
る。

同様に、「聴覚障害者」の認定条件では「①両耳の聴力レベルが 70 デシベル以上のもの
（40 センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの）、②一側耳の聴力
レベルが 90 デシベル以上、他側耳の聴力レベルが 50 デシベル以上のもの」が、6 級と規定
されているため、片方の耳が聴覚機能を失調しても、他耳が健聴であれば障がい者として認
定されない状況である。

自動車運転免許等においては、片目失明の場合よりも条件は緩和されているものの、職種
については同様に制限が設けられている。

日本は 2014 年、「障害者の権利に関する条約」を批准し、それに伴う国内法整備として、
2013 年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」を制定している。同法第 1
条（目的）では、「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有
無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の
実現に資することを目的とする」とされている。

医師法などでは、視覚・聴覚障がいが絶対的欠格条項であったが、2001 年の改正で相対
的欠格条項となった。しかし、栄養士法、製菓衛生師法、調理師法、検察審査会法のように
欠格条項を全廃するまでには至ってはいない状況である。

障がい者欠格条項は、障がいを理由に国が法律で権利を制限する制度であり、これについ
ても前述の条約、法の趣旨に基づき、全廃に向けて改定すべきであると考える。

よって、上記事案に対処するため、具体的施策を検討の上、以下のとおり早急に措置を講
じることを求める。

記

1 �片目失明者及び片耳難聴者を障がい者に認定するよう、現行の認定基準の見直し又は新
たに身体障害程度の等級を設定すること。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

提出先　内閣総理大臣、厚生労働大臣

片目失明及び片耳難聴を障がい認定するよう求める意見書
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宮
若
市
市
長
等
及
び
職
員
の
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

今
後
、
市
の
職
員
一
人
ひ
と
り
が
、
全
て

の
者
か
ら
一
切
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
る

こ
と
な
く
、
市
民
の
福
祉
向
上
に
安
心
し
て

全
力
で
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
職
場
環
境

を
確
立
す
る
た
め
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止

等
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

主
な
質
疑

・�

相
談
の
申
出
手
続
に
つ
い
て
、
相
談
窓
口

に
、
書
面
、
メ
ー
ル
、
こ
れ
ら
に
準
じ
た

手
段
と
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た

手
段
が
あ
る
の
か
。

・�

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
委
員
会
に
つ
い
て
、委

員
を
委
嘱
す
る
者
と
し
て
、
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
事
案
に
係
る
専
門
知
識
を
有
す
る
者
と

あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
か
。

・�

勧
告
等
措
置
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
市

長
等
及
び
職
員
以
外
の
者
の
権
利
を
不
当

に
侵
害
し
な
い
よ
う
に
と
あ
る
が
、
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
権
利
に
な
る
の
か
。

・�

こ
の
条
例
提
案
に
あ
た
り
、
消
防
団
の
方

な
ど
、
条
例
に
関
係
す
る
特
別
職
の
方
に

対
し
て
、
意
見
を
聞
い
た
の
か
。

・�

市
長
等
が
勧
告
を
受
け
た
場
合
、
自
ら
の

対
応
措
置
を
検
討
す
る
と
あ
る
が
、
具
体

的
に
想
定
さ
れ
る
も
の
は
何
か
。

・�
自
ら
の
対
応
措
置
に
つ
い
て
、
要
綱
な
ど

で
規
定
す
る
考
え
は
な
い
の
か
。

・�

市
長
は
報
道
機
関
に「
明
確
な
議
論
が
な
く

継
続
審
査
に
な
っ
た
の
は
極
め
て
残
念
」

と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
が
、
委
員
会
は
慎

重
審
議
し
て
い
る
。
市
長
は
、
総
務
委
員

会
の
議
事
録
は
読
ん
で
い
る
の
か
。

答
弁

・�

意
思
表
示
が
伝
達
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば

よ
く
、
例
え
ば
Ｆ
Ａ
Ｘ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
そ

の
人
か
ら
の
相
談
と
い
う
も
の
が
確
認
で

き
る
手
段
で
あ
れ
ば
、
相
談
を
受
け
る
。

・�

想
定
し
て
い
る
の
は
、
弁
護
士
や
大
学
教

授
、
臨
床
心
理
士
な
ど
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
関

係
の
業
務
に
携
わ
る
方
な
ど
を
想
定
し
て

い
る
。

・�

こ
の
規
定
は
、カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

に
該
当
す
る
部
分
で
、
新
た
に
設
け
た
規

定
で
あ
る
。
こ
の
権
利
と
い
う
の
は
、
職

員
側
に
瑕
疵
が
あ
れ
ば
、そ
れ
に
対
し
て
、

苦
情
を
申
し
立
て
る
権
利
や
正
当
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
権
利
な
ど
を
想
定
し

て
い
る
。

・�

非
常
勤
の
特
別
職
の
方
に
は
意
見
聴
取
は

し
て
い
な
い
。

・�

事
案
に
よ
っ
て
は
、
給
与
の
減
額
や
辞
職

と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

・�

特
別
職
は
対
策
委
員
会
の
勧
告
を
尊
重
し

て
、
自
ら
の
対
応
を
考
え
る
規
定
と
な
っ

て
お
り
、
要
綱
な
ど
で
規
定
す
る
の
は
難

し
い
が
、
対
応
措
置
の
例
を
示
す
こ
と
は

で
き
る
と
思
っ
て
い
る
。

・
読
ん
で
い
な
い
。

賛
成
少
数
で
否
決

宮
若
市
議
会
議
員
及
び
宮
若
市
長
の
選

挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
う
、
宮
若
市
議
会
議
員
及
び
宮

若
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費

負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
。

主
な
質
疑

・�

市
長
選
挙
と
市
議
会
議
員
選
挙
の
単
価
は

同
じ
な
の
か
。

答
弁

・
同
じ
単
価
で
あ
る
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
特
別
職
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
条
例
及
び
宮
若
市
職
員
の
一
般
職
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
、
宮
若
市

特
別
職
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
及
び

宮
若
市
職
員
の
一
般
職
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
。

主
な
質
疑

・�

通
勤
者
で
一
番
長
い
距
離
は
ど
の
く
ら
い

な
の
か
。

・�

パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
方
と
フ
ル
タ
イ
ム
の
方

の
通
勤
手
当
は
ど
う
な
る
の
か
。

答
弁

・
43
・
５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

・�

通
勤
距
離
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
同
額
と

な
る
。

全
会
一
致
で
可
決

12
月
定
例
会

委
員
会
報
告

総
務
委
員
会

委
員
長　
安
永　
友
則
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宮
若
市
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給

与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

宮
若
市
消
防
団
の
現
状
を
踏
ま
え
、
団
員

定
数
の
規
定
を
見
直
す
た
め
、
宮
若
市
消
防

団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
。

主
な
質
疑

・�

団
員
数
が
減
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
人
あ

た
り
の
負
担
が
増
え
る
の
で
は
な
い
か
。

・�

消
防
団
員
の
平
均
年
齢
は
。

・�

今
回
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
各
分
団
へ
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
は
し
た
の
か
。

・�

ど
の
よ
う
な
意
見
が
あ
っ
た
の
か
。

・�

減
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
防
力
は
落
ち

な
い
の
か
。

答
弁

・�

各
分
団
の
区
域
は
決
ま
っ
て
お
り
、
定
員

は
減
る
が
、
現
状
の
団
員
数
は
３
５
０
人

程
度
で
推
移
し
て
お
り
、
問
題
は
な
い
と

考
え
て
い
る
。

・
49
・
67
歳
で
あ
る
。

・�

団
員
向
け
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、
分
団

長
会
議
な
ど
で
協
議
し
て
い
る
。

・�

現
状
の
数
で
概
ね
足
り
て
い
る
と
い
う
意

見
が
、
半
数
以
上
あ
っ
た
。

・�

消
防
力
や
現
場
力
が
落
ち
る
こ
と
は
、
考

え
て
い
な
い
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て家

庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
本
市
条
例
に
つ
い
て
、
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の
。

質
疑
な
し

全
会
一
致
で
可
決

片
目
失
明
及
び
片
耳
難
聴
を
障
が
い
認

定
す
る
よ
う
求
め
る
請
願
書

片
目
失
明
者
及
び
片
耳
難
聴
者
を
障
が
い

者
に
認
定
す
る
よ
う
、
現
行
の
認
定
基
準
の

見
直
し
、
又
は
新
た
に
身
体
障
害
程
度
の
等

級
を
設
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
の
関
係

機
関
へ
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
併
せ

て
、
市
に
お
い
て
も
独
自
の
障
が
い
者
施
策

を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
も
の
。

主
な
質
疑

・�

現
状
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
現
在
、
宮
若
市
で

片
目
、
片
耳
の
障
害
を
持
た
れ
て
い
る
方

が
ど
れ
く
ら
い
い
る
の
か
、
把
握
は
さ
れ

て
い
る
の
か
。

答
弁

・�

障
が
い
者
と
健
常
者
と
の
間
に
あ
る
、
認

定
を
受
け
て
な
い
人
の
数
は
、
実
際
把
握

で
き
て
な
い
状
態
。

全
会
一
致
で
採
択

訴
え
の
提
起
の
報
告
に
つ
い
て

児
童
扶
養
手
当
返
納
金
が
未
納
で
あ
る
者

の
う
ち
督
促
に
応
じ
な
い
者
１
名
に
対
し
、

市
が
そ
の
支
払
い
を
求
め
て
、
直
方
簡
易
裁

判
所
に
支
払
督
促
の
申
立
て
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、
相
手
方
か
ら
督
促
異
議
が
申
し
立
て
ら

れ
た
た
め
、
民
事
訴
訟
法
第
３
９
５
条
の
規

定
に
よ
り
、
支
払
督
促
の
申
立
て
の
と
き
に

訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た

も
の
で
す
。

経
過
と
し
て
は
、
令
和
７
年
９
月
５
日
に

福
岡
地
方
裁
判
所
直
方
支
部
民
事
法
廷
で
第

１
回
口
頭
弁
論
が
行
わ
れ
、
同
月
19
日
付
け

で
勝
訴
の
判
決
を
得
て
い
ま
す
。

民
事
調
停
の
報
告
に
つ
い
て

市
営
住
宅
入
居
者
の
う
ち
滞
納
月
数
が
３

箇
月
以
上
の
者
２
名
に
つ
い
て
、
１
名
は
調

停
の
申
立
て
前
に
滞
納
家
賃
等
の
納
付
が
な

さ
れ
、
残
る
１
名
に
つ
い
て
は
、
７
月
24
日

に
直
方
簡
易
裁
判
所
に
調
停
を
申
し
立
て
た

と
こ
ろ
、
調
停
の
申
立
て
後
に
納
付
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。

◆
市
長
報
告 

２

市
長
報
告

◆
市
長
報
告 

1

教
育
民
生
委
員
会

委
員
長　
谷
口　
重
隆
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市 政 を 問 う

※ �QR から、一般質問の録画映像がご覧いただけます。 
会議録は、議会事務局、若宮総合支所ハートフル、市内図書館および宮若市議会ホームぺージからご覧いただけます。

一般質問は市民を代表し、市の施策・方針や課題について問います

市 政 を 問 う一般質問

質問者 質問事項 QR

1. 
藤春 優二

1. 塩川市政下の第 2 次総合計画 
後期基本計画の進捗状況につ
いて

2. 
弓削田 敬

1. 旧 JR 宮田線跡地の今後につ
いて伺う

2. 市の 4 年間の主要事業の取組
について伺う

3. 
安河 英幸

1. 教育委員会と市長部局との在
り方について

4. 
神谷 喜久雄

1. まちづくり推進について伺う

質問者 質問事項 QR

5. 
染矢 正次

1. 手話施策推進法に基づく手話
施策の推進について

6. 
山元 秀一

1. 優しいまちづくりについて
2. 文化財を活用したまちづくり

について
3. 豊かなまちづくりについて

7. 
茅野 勝

1. 本市の空家の現状と空家対策
及び建築物件、公共施設管理
について伺う
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市 政 を 問 う 一般質問
塩
川
市
政
下
の
第
2
次
総
合
計
画  

後
期
基
本
計
画
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

旧
Ｊ
Ｒ
宮
田
線
跡
地
の
今
後
に
つ
い
て
伺
う

市
の
4
年
間
の
主
要
事
業
の
取
組
に
つ
い
て

伺
う

問　
塩
川
市
政
が
誕
生
し

て
か
ら
来
年
３
月
で
１
期

４
年
を
迎
え
る
。

市
の
最
上
位
計
画
で
あ

る
第
２
次
総
合
計
画
の
後

期
基
本
計
画
（
５
年
間
計

画
）
は
、
そ
の
ち
ょ
う
ど

折
り
返
し
地
点
を
過
ぎ
た

こ
と
に
な
る
。

後
期
基
本
計
画
は
、
社

会
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え

つ
つ
、
市
政
運
営
の
羅
針

盤
と
な
る
重
要
な
計
画
で

あ
る
。
そ
の
進
捗
状
況
を

把
握
し
、
課
題
を
明
確
に

す
る
こ
と
は
、
今
後
の
施

策
展
開
に
と
っ
て
不
可
欠

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
１
期
４

年
間
で
取
り
組
ま
れ
た
主

要
施
策
と
実
績
に
つ
い

て
、
市
長
ご
自
身
は
ど
の

よ
う
に
総
括
し
、
評
価
さ

れ
て
い
る
の
か
伺
う
。

答　
市
長

令
和
４
年
３
月
に
市
民

の
皆
様
か
ら
市
政
運
営
の

信
託
を
賜
り
、
１
期
４
年

を
迎
え
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。

こ
の
間
、
市
長
と
し

て
、
市
民
や
議
会
の
皆
様

方
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

頂
き
な
が
ら
、
私
の
市
政

運
営
の
柱
で
あ
る
「
市
民

目
線
、
市
民
主
体
」
に
徹

し
、
市
政
運
営
を
進
め
て

き
ま
し
た
。

１
期
４
年
の
成
果
で
す

が
、
本
市
の
最
上
位
計
画

「
第
２
次
総
合
計
画
後
期

基
本
計
画
」
を
近
隣
市
の

総
合
計
画
を
調
査
研
究
の

上
、前
期
基
本
計
画
の
２・

５
倍
と
な
る
１
９
６
項
目

の
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
目
標
指
標
）

を
明
示
し
、
そ
の
目
標
達

成
に
鋭
意
取
り
組
ん
で
き

ま
し
た
。

そ
の
中
で
も
、
主
な
成

果
と
し
て
は
、
後
期
基
本

計
画
の
重
点
的
な
取
組
テ

ー
マ
で
あ
る
「
子
育
て
支

援
の
充
実
」
で
は
、
給
食

費
・
第
２
子
保
育
料
の
無

償
化
、
子
ど
も
医
療
費
の

拡
充
、「
定
住
人
口
」
で

は
、
住
宅
取
得
補
助
金
の

創
設
な
ど
が
取
り
組
ん
で

き
た
施
策
の
成
果
と
評
価

し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
主
要
施
策
の

中
で
、
宮
若
北
部
工
業
用

地
造
成
事
業
、
吉
川
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
整
備

事
業
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
再
構
築
な
ど
、
１
期

４
年
間
で
完
了
で
き
な
か

っ
た
様
々
な
課
題
も
あ
り

ま
す
。

今
後
も
「
市
民
目
線
、

市
民
主
体
の
市
政
」
に
徹

し
、
議
会
・
市
民
・
各
種

団
体
の
皆
様
か
ら
の
意
見

を
伺
い
な
が
ら
、「
ひ
と・

み
ど
り
・
産
業
が
輝
く
ふ

る
さ
と
宮
若
」
の
実
現
に

向
け
て
取
り
組
ん
で
い
き

ま
す
。

問　
跡
地
は
こ
の
ま
ま
の

状
態
で
維
持
管
理
を
行
い

続
け
る
の
か
。

答　
市
長

桐
野
、
本
城
地
区
及
び

鶴
田
、
尾
勝
地
区
の
旧
Ｊ

Ｒ
宮
田
線
跡
地
に
つ
い
て

は
、現
在
の
と
こ
ろ
道
路
整

備
計
画
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
地
元
自
治
会
の
協
力

に
よ
る
道
路
愛
護
推
進
活

動
を
は
じ
め
、
定
期
的
な

伐
採
作
業
を
行
い
、
維
持

管
理
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

問　
未
整
備
区
間
を
サ
イ

ク
リ
ン
グ
道
路
に
す
る
考

え
は
な
い
の
か
。

答　
産
業
観
光
課
長

直
方
市
の
溝
堀
を
起
点

と
す
る
直
方
北
九
州
自
転

車
道
に
接
続
で
き
れ
ば
、

宮
若
市
か
ら
直
方
市
、
芦

屋
町
、
岡
垣
町
、
宗
像
市

ま
で
周
遊
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
イ
ン
バ

ウ
ン
ド
増
加
の
た
め
の
新

し
い
観
光
手
法
と
し
て
、

自
転
車
を
活
用
し
た
観
光

地
域
づ
く
り
と
い
う
の
は

全
国
的
に
推
進
さ
れ
て
い

ま
す
。
温
泉
、
ゴ
ル
フ
以

外
の
観
光
資
源
が
乏
し

く
、
交
通
の
便
が
悪
い
本

市
に
と
っ
て
は
、
自
転
車

を
活
用
し
た
観
光
コ
ン
テ

ン
ツ
は
有
望
な
体
験
型
観

光
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
道

路
と
し
て
の
ハ
ー
ド
整
備

に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と

こ
ろ
具
体
的
な
計
画
は
持

ち
合
わ
せ
て
い
ま
せ
ん
。

問　
主
要
事
業
に
お
け
る

未
完
了
の
事
業
は
、
今
後

ど
う
対
応
す
る
の
か
。（
吉

川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
等
）

答　
市
長

令
和
４
年
３
月
の
市
長

就
任
後
、
本
市
の
最
上
位

計
画
「
第
２
次
総
合
計
画

後
期
基
本
計
画
」
を
策
定

し
、
そ
の
実
現
に
向
け
て

様
々
な
施
策
を
推
進
し
て

き
ま
し
た
。

こ
の
間
、「
宮
田
バ
ス
停

交
流
ス
ペ
ー
ス
の
整
備
」

「
宮
若
東
中
学
校
武
道
場

へ
の
空
調
整
備
」「
鶴
田
地

区
の
排
水
施
設
整
備
」
な

ど
の
ハ
ー
ド
事
業
を
実
施

し
て
き
ま
し
た
。

一
方
で
、「
宮
若
北
部
工

業
用
地
造
成
事
業
」
に
つ

い
て
は
、
用
地
買
収
に
不

測
の
日
数
を
要
し
、ま
た
、

「
吉
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
整
備
事
業
」
に
つ

い
て
は
、
整
備
予
定
地
の

決
定
ま
で
に
時
間
を
要
し

た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
未

完
了
と
な
っ
て
い
ま
す
。

引
き
続
き
、
市
民
・
議

会
の
皆
様
の
ご
理
解
、
ご

協
力
を
頂
き
な
が
ら
、
事

業
完
了
に
向
け
鋭
意
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。

藤春　優二

弓削田　敬
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市 政 を 問 う一般質問
教
育
委
員
会
と
市
長
部
局
と
の
在
り
方
に 

つ
い
て

問　
行
政
に
お
い
て
教
育

委
員
会
は
独
立
が
保
た
れ

て
い
る
が
、
市
長
の
教
育

委
員
会
へ
の
関
わ
り
方
に

つ
い
て
、
教
育
委
員
会
は

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
。

答　
教
育
長

地
方
教
育
行
政
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
き
、
教
育
委
員
会

は
市
長
か
ら
独
立
し
た
執

行
機
関
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
市

長
に
は
、
市
の
教
育
振
興

に
関
す
る
「
大
綱
」
の
策

定
や
予
算
編
成
な
ど
の
権

限
が
あ
る
た
め
、
教
育
委

員
会
と
は
適
切
な
役
割
分

担
と
連
携
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

私
と
し
て
は
、
法
令
の

趣
旨
に
の
っ
と
り
、
教
育

行
政
の
中
立
性
と
安
定
性

を
確
保
し
つ
つ
、
総
合
教

育
会
議
等
の
場
を
通
じ
て

市
長
と
真
摯
に
協
議
・
調

整
を
行
い
、
本
市
の
教
育

行
政
の
推
進
に
努
め
て
い

き
ま
す
。

問　
吉
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
の
整
備
関
係

で
、
教
育
委
員
会
の
考
え

と
市
長
の
考
え
に
温
度
差

が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る

が
、
教
育
委
員
会
と
し
て

は
、
市
長
と
教
育
委
員
会

の
考
え
の
違
い
が
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
か
教
え
て

い
た
だ
き
た
い
。

答　
教
育
長

吉
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
の
整
備
事
業
に
つ

い
て
は
、
当
初
よ
り
市
長

の
意
向
を
踏
ま
え
、協
議
、

調
整
を
重
ね
て
進
め
て
き

て
い
る
事
業
で
す
。

令
和
６
年
９
月
の
定
例

会
に
お
い
て
、
設
計
業
務

を
行
う
た
め
補
正
予
算
を

議
会
で
可
決
い
た
だ
き
、

今
設
計
業
務
委
託
業
者
を

決
定
し
、
本
年
12
月
25
日

ま
で
の
工
期
で
設
計
業
務

を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

教
育
委
員
会
と
し
て

は
、
請
願
採
択
よ
り
現
在

に
至
る
ま
で
本
整
備
事
業

が
遅
れ
て
い
る
こ
と
に
際

し
、
確
実
に
本
年
度
の
設

計
業
務
を
完
結
す
る
こ
と

こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
考

え
て
い
ま
す
。

問　
市
長
部
局
の
職
員
と

教
育
委
員
会
の
職
員
と
の

違
い
は
何
か
。

答　
教
育
長

市
長
部
局
の
職
員
と
教

育
委
員
会
の
職
員
の
大
き

な
違
い
は
、
所
属
す
る
組

織
の
指
揮
監
督
系
統
と
所

管
す
る
事
務
の
独
立
性
に

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
推
進
に
つ
い
て
伺
う

問　
宮
若
市
産
業
用
地
の

調
査
状
況
に
つ
い
て
。

答　
市
長

本
調
査
は
、
経
済
産
業

省
に
よ
る
伴
走
支
援
及
び

福
岡
県
に
よ
る
補
助
金
採

択
を
受
け
て
、
令
和
６
年

９
月
か
ら
実
施
し
た
も
の

で
、市
内
全
域
を
対
象
に
、

産
業
用
地
と
し
て
の
開
発

を
検
討
す
る
適
地
を
選
定

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。
立
地
環
境
や
規

模
を
基
準
に
一
次
候
補
地

と
し
て
12
箇
所
を
抽
出

し
、
法
規
制
や
敷
地
の
形

状
、
イ
ン
フ
ラ
な
ど
を
総

合
的
に
評
価
し
た
結
果
、

内
２
箇
所
を
二
次
候
補
地

と
し
て
選
定
し
た
と
こ
ろ

で
す
。

現
在
の
状
況
と
し
て

は
、
選
定
し
た
二
次
候
補

地
を
中
心
に
、
地
権
者
等

の
意
向
確
認
や
用
地
調
査

を
進
め
な
が
ら
、
民
間
活

力
に
よ
る
新
た
な
産
業
用

地
の
整
備
が
促
進
さ
れ
る

よ
う
、
情
報
提
供
や
支
援

に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

問　
ど
れ
ぐ
ら
い
の
企
業

か
ら
本
市
に
オ
フ
ァ
ー
が

来
て
い
る
の
か
。

答　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

長
12
箇
所
の
候
補
地
の
う

ち
、
本
市
が
把
握
し
て
い

る
も
の
に
限
り
ま
す
が
、

民
間
事
業
者
に
よ
る
開
発

が
検
討
さ
れ
て
い
る
土
地

が
４
箇
所
あ
り
ま
す
。
３

件
は
開
発
に
関
す
る
相

談
、
１
件
は
企
業
進
出
に

関
す
る
問
合
せ
と
な
っ
て

い
ま
す
。

問　
こ
の
件
数
は
適
地
調

査
を
さ
れ
て
か
ら
の
件
数

な
の
か
。
そ
れ
と
も
以
前

の
分
が
入
っ
て
い
る
の

か
。

答　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

長
適
地
調
査
の
期
間
は
令

和
６
年
９
月
か
ら
令
和
７

年
３
月
で
す
が
、
以
前
か

ら
そ
の
12
箇
所
の
う
ち
の

数
箇
所
で
も
非
常
に
関
心

の
あ
る
問
い
合
わ
せ
が
あ

っ
て
い
ま
し
た
。

問　
経
済
産
業
省
の
伴
走

支
援
及
び
福
岡
県
の
補
助

金
、
市
の
持
ち
出
し
は
そ

れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
。

答　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

長
契
約
金
額
が
６
６
０
万

円
で
、
う
ち
５
割
の
３
３

０
万
円
が
国
の
補
助
を
受

け
て
い
ま
す
。
残
り
の
３

３
０
万
円
の
う
ち
、
半
分

が
県
の
補
助
を
受
け
て
お

り
、
実
際
の
単
費
持
ち
出

し
は
、
１
６
５
万
円
と
な

っ
て
い
ま
す
。

安河　英幸

神谷　喜久雄
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市 政 を 問 う 一般質問
手
話
施
策
推
進
法
に
基
づ
く
手
話
施
策
の 

推
進
に
つ
い
て

優
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

文
化
財
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

問　
手
話
通
訳
者
を
増
や

す
為
の
取
組
に
つ
い
て
。

答　
市
長

本
市
で
は
、
令
和
４
年

12
月
に
制
定
し
た
宮
若
市

手
話
言
語
条
例
に
基
づ

き
、
手
話
が
言
語
で
あ
る

と
い
う
認
識
の
も
と
、
手

話
に
対
す
る
理
解
の
促
進

及
び
手
話
の
普
及
に
関
す

る
基
本
理
念
を
定
め
て
い

ま
す
。

本
市
の
取
組
と
し
て

は
、
手
話
奉
仕
員
養
成
講

座
を
実
施
し
、
そ
の
講
座

修
了
者
が
受
験
で
き
る
全

国
手
話
検
定
試
験
に
係
る

受
験
料
の
補
助
を
行
っ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
本
年
６
月
25
日

に
「
手
話
に
関
す
る
施
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
」

い
わ
ゆ
る
手
話
施
策
推
進

法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
に
お
い
て
は
、
手

話
施
策
推
進
法
の
基
本
理

念
に
の
っ
と
り
、
手
話
の

習
得
や
使
用
に
関
す
る
施

策
を
講
じ
、
手
話
文
化
の

保
存
、
継
承
、
発
展
、
並

び
に
手
話
に
関
す
る
理
解

や
関
心
の
増
進
を
図
っ
て

い
き
ま
す
。

問　
手
話
ダ
ン
ス
や
手
話

コ
ー
ラ
ス
普
及
の
為
の
取

組
に
つ
い
て
。

答　
市
長

手
話
ダ
ン
ス
や
コ
ー
ラ

ス
は
、
手
話
を
楽
し
み
な

が
ら
自
然
に
学
ぶ
こ
と
が

で
き
、
子
供
か
ら
高
齢
者

ま
で
幅
広
い
世
代
が
参
加

し
や
す
く
、
手
話
へ
の
理

解
促
進
に
効
果
的
な
取
組

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま

す
。本
市
と
し
て
も
、こ
の

活
動
の
普
及
は
、
手
話
の

魅
力
を
広
く
市
民
に
伝
え

る
有
効
な
手
段
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

取
組
に
つ
い
て
周
知
を
図

り
、支
援
し
て
い
き
ま
す
。

問　
小
学
校
で
の
手
話
学

習
の
現
状
と
今
後
の
推
進

に
つ
い
て
。

答　
教
育
長

小
学
校
で
の
手
話
学
習

の
現
状
に
つ
い
て
、
各
学

校
で
は
、
児
童
の
発
達
段

階
に
応
じ
、
さ
ま
ざ
ま
な

教
科
や
領
域
に
お
い
て
適

切
な
教
材
や
題
材
を
用
い

た
学
習
に
取
り
組
ん
で
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
の
手
話
学
習
の
推

進
に
つ
い
て
、「
手
話
に
関

す
る
施
策
の
推
進
に
関
す

る
法
律
」
の
理
念
に
あ
る

よ
う
に
、
全
て
の
国
民
が

相
互
に
理
解
し
、
尊
重
し

合
え
る
社
会
の
実
現
に
寄

与
す
る
た
め
に
、
学
校
教

育
を
通
し
て
、
児
童
が
手

話
に
関
す
る
理
解
と
関
心

を
深
め
ら
れ
る
よ
う
な
教

材
や
指
導
方
法
、
ま
た
学

び
の
機
会
を
提
供
す
る
な

ど
、
必
要
な
施
策
を
講
じ

て
い
き
ま
す
。

問　
高
齢
者
虐
待
の
防
止

に
つ
い
て
、
福
祉
施
設
に

お
け
る
管
理
を
含
め
、
取

組
に
つ
い
て
。 

 答　
市
長 

福
祉
施
設
に
お
い
て
虐

待
が
疑
わ
れ
る
事
案
を
把

握
し
た
際
に
は
、
速
や
か

に
立
入
調
査
を
行
い
、
虐

待
が
認
め
ら
れ
た
場
合

は
、
当
該
施
設
に
対
し
、

改
善
指
導
や
再
発
防
止
策

の
徹
底
と
、
必
要
に
応
じ

て
そ
の
後
の
改
善
状
況
を

確
認
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
福
祉
施
設
に
お

け
る
虐
待
防
止
体
制
の
強

化
に
向
け
、
虐
待
防
止
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
や
職
員

研
修
の
実
施
な
ど
、
法
に

基
づ
く
事
業
者
の
義
務
の

徹
底
を
図
っ
て
い
ま
す
。 

 問　
犯
罪
被
害
者
支
援
に

つ
い
て
。 

 答　
市
長 

福
岡
県
で
は
、
犯
罪
被

害
者
相
談
窓
口
と
し
て
県

警
の
「
心
の
リ
リ
ー
フ
・

ラ
イ
ン
」
や
、
福
岡
犯
罪

被
害
者
総
合
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
の
専
門
機
関
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
国
の
犯

罪
被
害
者
等
給
付
金
や
県

の
見
舞
金
給
付
制
度
に
よ

る
経
済
的
支
援
の
周
知
等

を
行
っ
て
い
ま
す
。 

本
市
で
は
、
直
方
警
察

署
管
内
に
お
け
る
各
機
関

と
の
連
携
を
目
的
に
、
直

方
地
区
犯
罪
被
害
者
支
援

協
議
会
に
参
画
し
、
想
定

事
例
を
も
と
に
対
応
内
容

の
検
討
や
啓
発
活
動
等
を

行
っ
て
い
る
ほ
か
、
犯
罪

被
害
者
支
援
協
賛
自
動
販

売
機
を
設
置
し
、
売
上
金

の
一
部
を
「
福
岡
犯
罪
被

害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に

寄
附
す
る
こ
と
で
、
犯
罪

被
害
者
や
そ
の
家
族
、
遺

族
に
対
し
て
様
々
な
支
援

を
行
う
一
助
と
し
て
役
立

て
ら
れ
て
い
ま
す
。 

問　
学
習
意
欲
の
あ
る
人

材
の
支
援
に
つ
い
て
。（
奨

学
金
制
度
） 

 答　
教
育
長 

宮
若
市
奨
学
金
貸
付
基

金
条
例
に
基
づ
き
、
高
校

や
大
学
、
専
門
学
校
等
へ

進
学
す
る
学
生
を
対
象
と

し
た
貸
付
型
の
奨
学
金
制

度
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年

の
社
会
状
況
や
教
育
環
境

の
変
化
に
伴
い
、
進
学
を

希
望
す
る
若
者
を
よ
り
積

極
的
に
支
援
す
る
観
点
か

ら
、
貸
付
型
以
外
の
制
度

を
含
め
た
見
直
し
に
つ
い

て
、
宮
若
市
奨
学
金
貸
付

審
議
会
に
お
い
て
多
様
な

選
択
肢
を
含
め
て
、
今
後

も
幅
広
く
検
討
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

山元　秀一

染矢　正次
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市 政 を 問 う一般質問

市議会会議録はホームページからも閲覧できます。
https://www.city.miyawaka.fukuoka.dbsr.jp/

定例会開会中です。
皆さんの傍聴をお待ちしています。

本会議・各常任委員会等の日程については、宮若市のホームページに掲載しています。
小さなお子さんをお連れの人は議場への入場はできませんが、庁舎内において親子一緒に視聴できますので、
議会事務局にお尋ね下さい。

本
市
の
空
家
の
現
状
と
空
家
対
策
及
び 

建
築
物
件
、
公
共
施
設
管
理
に
つ
い
て
伺
う

問　
空
家
の
概
念
（
空
家

と
は
）
を
ど
う
捉
え
て
あ

る
の
か
。

答　
市
長

空
家
特
措
法
に
定
義
さ

れ
る
通
り
、
１
年
間
を
通

し
て
居
住
実
態
が
な
い
、

又
は
使
わ
れ
て
い
な
い
も

の
を
空
家
と
捉
え
て
い

ま
す
。

問　
今
日
ま
で
本
市
の
空

家
対
策
は
ど
の
よ
う
に
進

め
ら
れ
て
来
た
の
か
。

答　
市
長

周
辺
環
境
に
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
空
家
に
関
し

て
は
、
適
切
な
管
理
を
促

す
た
め
、
所
有
者
等
に
対

し
て
環
境
改
善
に
向
け

た
通
知
等
を
行
っ
て
い

ま
す
。

倒
壊
の
危
険
性
が
高
い

空
家
の
所
有
者
等
に
対
し

て
は
、
老
朽
危
険
空
家
等

を
対
象
と
し
た
解
体
撤
去

補
助
金
の
活
用
を
促
し
、

空
家
の
売
却
又
は
賃
貸
を

希
望
す
る
所
有
者
等
に
対

し
て
「
空
家
バ
ン
ク
」
へ

の
登
録
を
促
す
な
ど
、
利

活
用
に
つ
い
て
助
言
を
行

っ
て
い
ま
す
。

問　
建
築
物
件
の
登
記
・

相
続
・
納
税
等
の
事
務
処

理
は
適
正
に
行
わ
れ
て
い

る
の
か
。

答　
市
長

新
築
の
建
築
物
件
は
、

法
務
局
か
ら
の
登
記
済
通

知
や
建
築
確
認
な
ど
の
資

料
に
基
づ
き
調
査
し
課
税

を
行
っ
て
お
り
、ま
た
、相

続
が
あ
っ
た
場
合
も
同
様

に
、
法
務
局
か
ら
の
通
知

に
よ
り
所
有
権
移
転
の
事

務
処
理
を
行
い
、
適
正
な

課
税
に
努
め
て
い
ま
す
。

問　
公
共
施
設
の
管
理
運

営
と
今
後
の
計
画
に
つ
い

て
。

答　
市
長

市
が
保
有
す
る
公
共
施

設
は
、
学
校
・
社
会
教
育

施
設
、
保
健・福
祉
施
設
、

市
営
住
宅
等
の
建
築
物
に

加
え
、
道
路
、
上
下
水
道

等
の
イ
ン
フ
ラ
施
設
な
ど

多
岐
に
わ
た
り
、
市
民
生

活
や
地
域
活
動
を
支
え
る

重
要
な
社
会
資
本
で
す
。

こ
の
た
め
、
地
方
自
治
法

等
関
係
法
令
に
基
づ
き
、

適
切
な
管
理
運
営
に
努
め

て
い
ま
す
。

公
共
施
設
の
今
後
の
計

画
に
つ
い
て
は
、
全
体
的

な
状
況
を
把
握
し
た
上

で
、
中
長
期
的
な
視
点
に

よ
る
更
新・集
約
化・長
寿

命
化
を
計
画
的
に
進
め
、

財
政
負
担
の
軽
減
・
平
準

化
を
図
り
つ
つ
、
将
来
に

わ
た
っ
て
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
維
持
管
理
を
行
う

た
め
、
基
本
的
な
方
針
で

あ
る
「
宮
若
市
公
共
施
設

等
総
合
管
理
計
画
」
を
策

定
し
て
い
ま
す
。

茅野　勝

議員の辞職について

柴田裕美子氏から議員の辞職願が提出され、地方自治法第 126 条の規定に基づき議長が辞職を許可
し、令和 7 年 11 月 4 日をもって辞職となりましたのでお知らせします。
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長

副
委
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長

委

員

委

員

委

員

委

員

委

員

山
　
元
　
秀
　
一

松
　
岡
　
史
　
倫

染
　
矢
　
正
　
次

清
　
水
　
健
太
郎

藤
　
春
　
優
　
二

神
　
谷
　
喜
久
雄

安
　
河
　
英
　
幸

　
寒
さ
の
中
に
も
、
少
し
ず
つ

春
の
気
配
を
感
じ
ら
れ
る
季
節

と
な
り
ま
し
た
。

　
今
回
の
議
会
だ
よ
り
は
、
４
年

間
の
任
期
に
お
け
る
最
後
の
発
行

と
な
り
ま
す
。こ
の
間
、市
民
の
皆

さ
ま
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
多
く
の
声

に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
よ
り
よ
い

市
政
の
実
現
を
目
指
し
、
議
論
を

重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。議
会
だ
よ

り
は
、
市
議
会
の
活
動
や
議
論
の

過
程
を
お
伝
え
し
、
市
政
を
よ
り

身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
く
た
め
の

大
切
な
役
割
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。

本
紙
を
通
じ
て
、
市
政
や
市
議
会

へ
の
関
心
と
理
解
が
少
し
で
も
深

ま
っ
て
い
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
市
議
会
は
、
時
代
の
変
化
や

多
様
化
す
る
市
民
ニ
ー
ズ
と
向

き
合
い
な
が
ら
、
そ
の
役
割
を

果
た
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
も
、
今

後
と
も
皆
さ
ま
の
声
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

　
こ
れ
ま
で
温
か
い
ご
理
解
と

ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
市
民
の

皆
さ
ま
に
、
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

松
岡
　
史
倫

宮若市文化祭 東町　塞神社山笠祭

犬鳴川河川公園　芋煮会 みやわかパンまつり
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